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調布市教育プラン，調布市特別支援教育推進計画，調布市不登校児童・生徒

への支援プラン策定等業務委託 

事業者候補選定プロポーザル 実施要領 

 

１ 業務概要 

(1) 件名 

   調布市教育プラン，調布市特別支援教育推進計画，調布市不登校児

童・生徒への支援プラン策定等業務委託 

(2) 業務目的 

ア 調布市教育プラン（以下「教育プラン」という。） 

   教育プランは，調布市の教育振興基本計画として，学校教育・社会

教育分野の諸計画を包括し，総合化する役割を担うとともに，調布市

の教育行政を推進するための基本的指針を示すものである。 

   本委託業務は，教育プラン策定（令和９年度から令和１２年度を計

画期間とする）に係る業務の全般的な支援及び計画書の作成を主な目

的とする。 

イ 調布市特別支援教育推進計画（以下「推進計画」という。） 

  推進計画は，調布市における特別支援教育推進の基本的な方向を示

す計画である。 

本委託は，推進計画策定（令和９年度から令和１２年度を計画期間

とする）に係る業務の全般的な支援及び計画書の作成並びに教育プラ

ンとの調整を主な目的とする。 

ウ 調布市不登校児童・生徒への支援プラン（以下「支援プラン」とい

う。） 

  支援プランは，調布市における不登校児童・生徒への支援の基本的

な指針を示す計画である。 

本委託は，支援プラン策定（令和９年度から令和１２年度を計画期

間とする）に係る業務の全般的な支援及び計画書の作成並びに教育プ

ランとの調整を主な目的とする。 
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 (3) 業務内容 

   別紙「調布市教育プラン策定等業務委託仕様書（案）」，「調布市特

別支援教育推進計画策定等業務委託仕様書（案）」及び「調布市不登校

児童・生徒への支援プラン策定等業務委託仕様書（案）」のとおり。 

   なお，教育プラン策定，推進計画策定及び支援プラン策定に当たって

は，それぞれ検討委員会を設置し，個別に検討を行う。 

 

２ 契約期間 

  契約締結日（令和８年４月上旬予定）から令和９年３月３１日まで 

 

３ 予算 

  １３，６４０，０００円（税込） 【見積限度額】 

※調布市議会で予算承認を得ることを要件とする。 

 

４ 実施形式 

  公募型プロポーザル方式 

 

５ 参加資格 

  申込時において，次に掲げる条件を全て満たしていること。 

(1)  都市計画・交通関係調査業務若しくは市場・補償鑑定関係調査業務 

のうちいずれかの営業種目において，調布市での競争入札参加資格を

有していること。 

(2) 調布市指名停止等措置要綱（平成１８年調布市要綱第２２０号）に

よる指名停止を受けていないこと。 

(3) 地方自治法施行令（昭和２２年号外政令第１６号）第１６７条の４

第１項及び第２項の規定に該当しないこと。 

(4) 相互に資本関係又は人的関係にある者が本プロポーザルに参加して

いないこと。  

(5) 調布市暴力団排除条例（平成２４年調布市条例第２７号）第２条第

６号に規定する暴力団関係者に該当しないこと。 
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(6) 調布市契約における暴力団等排除措置要綱（平成２５年調布市要綱

第８号）に基づく入札参加排除措置を受けていないこと。 

(7) 中小企業等協同組合法（昭和 24 年法律第 181 号）に基づく事業協同

組合にあっては，その構成員が同一のプロポーザルに参加していないこ

と。 

(8) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手

続開始の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規

定による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(9) 申込において，提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 

(10) 自治体の教育振興基本計画の策定または支援業務として，過去５年

間に，東京都内のいずれかの自治体の業務受託実績を１件以上有するこ

と。 

 

６ 候補者選定方法 

以下(1)～(3)の審査を順に行い候補者を決定する。 

(1) 本プロポーザルに応募した事業者に対して，本実施要領（以下「要

領という」。）７(1)により提出された参加申込書等により審査を行う

（参加資格審査）。 

(2) (1)により参加資格を満たした事業者に対して，要領７(4)により提

出された企画提案書等により審査を行う（企画提案書等の書類審査）。 

(3) (2)による審査を通過した事業者に対して，要領７(8)によるプレゼ

ンテーション審査を行う（プレゼンテーション審査）。 

 

７ 募集方法及び審査方法 

 (1) 申込方法及び期間 

本プロポーザルへ応募する事業者（以下「事業者」という。）は，要

領９に記載の参加申込締切日の正午（令和８年１月２８日正午）までに，

以下の提出書類を必要部数用意し，教育部教育総務課（調布市教育会館

４階）へ持参又は郵送（必着）により提出しなければならない。 
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書  類  部  数  備  考  

①   参加申込書  様式１  正本１部  

②  業務実績調書  様式２  

  過去５年間における「５参加資格  

(9)」における受託実績を記載 

正本１部 

副本 10 部  

副本は，会社名・

住所等がわからな

いようにすること  

③  実施体制調書  様式３  
正本１部 

副本 10 部  

副本は，会社名・

住所等がわからな

いようにすること  

④  会社概要（様式自由・パンフレット

可） 

以下の内容は必ず記載  

 (ｱ) 会社名  

 (ｲ) 代表者名  

 (ｳ) 資本金  

 (ｴ) 事業内容  

 (ｵ) 本業務を担当する支店又は営業所等

の名称及び所在地  

正本１部 

 
 

なお，実施要領及び様式１～様式５については，教育部教育総務課

で配布するほか，市ホームページの下記に掲載する。 

【市トップページ→産業・しごと→入札・契約→プロポーザル情報→

実施中の案件・ガイドライン】 

(2) 質疑応答 

申込，参加資格の審査及び事業内容に関する質疑のある事業者は，質

問事項，会社名，担当者名，電話番号，電子メールアドレスを明記のう

え，質問書（様式５）にて，要領９に記載の参加資格・事業内容に関す

る質問受付締切日の正午（令和８年１月２１日の正午）までに教育部教

育総務課（soumu@city.chofu.lg.jp）へ電子メールで提出することとす

る。 

回答は，要領９に記載の参加資格・事業内容に関する質問回答日（令

和８年１月２２日）までに，随時，市ホームページに掲載する。 

 (3) 参加資格審査及び審査結果の通知 

本プロポーザルに応募した事業者全員に対し，別途定める審査要項に

基づき審査し，要領９に記載の参加資格審査結果通知日（令和８年１月

２９日）に書面にて結果を通知する。また，書面の通知と併せて電子メ

ールを送信する。 

なお，参加資格に満たないと判断された事業者は，その理由について，
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要領９に記載の参加資格審査結果に対する質問受付締切日の正午（令和

８年２月３日の正午）までに，書面又は電子メールにて説明を求めるこ

とができる。また，回答は令和８年２月４日までに書面又は電子メール

にて行う。 

(4) 企画提案書の提出 

参加資格審査の結果，参加資格を満たすとされた事業者は，要領９に

記載の企画提案書締切日の正午（令和８年２月９日の正午）までに，次

の書類を必要部数用意し，教育部教育総務課へ持参又は郵送（必着）に

より提出しなければならない。 

書  類  部  数  備  考  

①  企画提案書  

  （提案書表紙：様式４，企画書：様

式自由・Ａ４ １５ページ以内左

綴じ） 

正本１部 

副本 10 部  

下記 (5) 企画提案

書作成上の留意点

を参照のうえ，作

成すること。 

副本は，会社名・

住所等がわからな

いようにすること  

②  業務スケジュール  

（様式自由）  

正本１部 

副本 10 部  

会議等の具体的な

実施予定を記載す

ること。 

副本は，会社名・

住所等がわからな

いようにすること  

③  経費見積書  

（様式自由・Ａ４縦左綴じ）  

正本１部 

副本 10 部  

見積の総額が見積

限度額を超えない

こと。 

副本は，会社名・

住所等がわからな

いようにすること  

 (5) 企画提案書作成上の留意点 

  ア 要点を押さえてわかりやすく簡潔に記載すること。 

  イ 様式自由とするが，実施要領の「１ 業務概要 (3) 業務内容」を

達成するために必要な業務推進方法等について記載すること。 

  ウ 次の項目については必ず記載すること。 

(ｱ) 業務委託の進行における全体フロー 

(ｲ) 市の教育行政を取り巻く社会潮流，国や都の動向，近隣自治体

の状況，教育プランにおいては少子高齢化の中での市の人口動向

や今後を展望した中長期的な視点など，計画策定に当たっての着
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眼点 

(ｳ) 現行教育プラン策定後の社会変容を踏まえた課題整理の視点，

課題抽出の手順，施策の方向性の検討の視点 

(ｴ) こども基本法第１１条の規定に基づき，子どもからの意見を幅

広く聴取するために必要な具体的な手法の提案や支援。また，子

ども・若者や子育て世帯，関係機関等からの意見聴取・意見反映

に必要な具体的な手法の提案や支援 

(6) 質疑応答 

企画提案に関する質疑のある事業者は，質問事項，会社名，担当者名，

電話番号，電子メールアドレスを明記のうえ，参加資格審査の結果，参

加資格を満たすとされた事業者に限り，質問書（様式５）にて，要領９

に記載の企画提案に対する質問受付締切日の正午（令和８年２月３日の

正午）までに教育部教育総務課（soumu@city.chofu.lg.jp）へ電子メー

ルで提出することとする。 

回答は，要領９に記載の企画提案に対する質問回答日（令和８年２月 

４日）までに，参加資格を満たすとされた全事業者宛てに書面又は電子

メールにて行う。 

(7) 一次審査及び審査結果の通知 

企画提案書を提出した事業者に対して，調布市教育プラン，調布市特

別支援教育推進計画，調布市不登校児童・生徒への支援プラン策定等業

務委託事業者候補選定プロポーザル審査委員会（以下「委員会」とい

う。）にて，企画提案書等による書類審査を行う。詳細は要領８のとお

り。当該審査を行った全事業者に対し，要領９に記載の一次審査結果通

知日（令和８年２月２０日）に書面にて結果を通知する。また，書面の

通知と併せて電子メールを送信する。 

なお，一次審査を通過しなかった事業者は，審査結果について，要領

９に記載の一次審査結果に対する質問受付締切日の正午（令和８年２月

２６日の正午）までに書面又は電子メールにて説明を求めることができ

る。回答は令和８年３月３日までに書面又は電子メールにて行う。 

また，企画提案書を提出した事業者が４者未満であった場合は，一次
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審査での事業者の順位付けは行わず，企画提案書を提出した全ての事業

者に対してプレゼンテーション審査を実施する。 

(8) プレゼンテーション審査 

   一次審査を通過した上位３事業者（企画提案書を提出した事業者が４

者未満であった場合は，企画提案書を提出した全ての事業者）に対して，

プレゼンテーション審査を要領９に記載の第３回審査委員会開催日（プ

レゼンテーション審査日）（令和８年３月１１日）に実施する。当日の

プレゼンテーションは，本業務を受託した場合において実際に担当する

技術者が行うこと。 

 (9) プレゼンテーション要約資料の事前提出 

プレゼンテーション審査に参加する事業者は，プレゼンテーションを

要約した資料（スライド等）の写しを正本１部，副本１０部用意し，要

領９に記載のプレゼンテーション審査資料提出日の正午（令和８年３月

４日の正午）までに，教育部教育総務課へ持参又は郵送（必着）により

提出しなければならない。（副本は，会社名・住所等がわからないよう

にすること。） 

(10) 選定結果の通知 

選定結果は，プレゼンテーション審査を行った全事業者に対し，要領

９に記載の選定結果の通知日（令和８年３月１２日）に書面にて通知す

るものとする。また，書面の通知と併せて電子メールを送信する。 

なお，当該審査により選定されなかった事業者は，審査結果について

要領９に記載の審査結果に対する質問受付締切日の正午（令和８年３月

１８日の正午）までに書面又は電子メールにて説明を求めることができ

る。また，回答は令和８年３月２５日までに書面又は電子メールにより

行う。 

 

８ 審査概要 

(1) 委員会の設置 

   委員会を設置し，企画提案書類等の審査を行う。 

 (2) 委員構成 
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 委員会は，市長が任命する７人以内で構成する。 

(3) 審査方法 

   審査委員は，事業者から提出された企画提案書等の審査及び事業者か

らのプレゼンテーションを受け，企画提案内容を総合的に評価する。 

(4) 一次審査及びプレゼンテーション審査 

ア 一次審査 

企画提案書を提出した事業者に対して，企画提案書等による書類審

査を行う。得点の高い順に，上位３事業者までを次のプレゼンテーシ

ョン審査の対象とする。 

なお，企画提案書を提出した事業者が４者未満であった場合は，一

次審査での事業者の順位付けは行わず，参加資格を満たす事業者全員

に対してプレゼンテーション審査を実施する。 

イ プレゼンテーション審査 

    一次審査を通過した上位３事業者（企画提案書を提出した事業者が

４者未満であった場合は，企画提案書を提出した全ての事業者）に対

して，プレゼンテーション審査を実施する。当日のプレゼンテーショ

ンは，本業務実施時の担当技術者が行うこととする。 

ウ 審査・評価の視点（予定） 

    以下の視点を踏まえ，審査を行うものとする。 

(ｱ) 業務実績及び実施体制 

(ｲ) 調布市の特性を踏まえた業務に係る知識や理解度 

(ｳ) 企画提案能力，創意工夫 

(ｴ) 業務遂行能力（的確性及び実現性） 

(ｵ) 業務スケジュール 

(ｶ) 経費見積 

(ｷ) プレゼンテーション能力 

  エ  審査・評価の基準，項目及び配点 

    別に定める。 

  オ 選定 

(ｱ) 一次審査（企画提案書等の書類審査） 
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ａ 各委員は，企画提案書等の書類を審査し，審査基準による評

価得点の高いものから参加事業者の順位を定める。 

ｂ a により，複数の参加事業者において評価得点が同点のとき

は，各委員は総合的な評価により，当該参加事業者の順位を定

める。 

ｃ ａ及びｂにより，委員から第１位の順位を獲得した数の多い

事業者から順に上位３事業者までを一次審査通過者として選定

する。なお，複数の参加事業者において，第１位の順位獲得数

が同数の場合には，当該参加事業者において第２位の順位獲得

数の多い参加事業者を上位とする。また，第１位の順位獲得数

及び第２位の順位獲得数いずれも同数の場合には，当該参加事

業者において，各委員の評価得点の合計が最も高い参加事業者

を上位とする。 

(ｲ) 二次審査（プレゼンテーション審査） 

ａ 委員は，参加事業者からのプレゼンテーションを受け，審査

基準による評価得点の高いものから参加事業者の順位を定める。 

ｂ ａにより，複数の参加事業者において評価得点が同点のとき

は，各委員は総合的な評価により，当該参加事業者の順位を定

める。 

ｃ ａ及びｂにより，委員から最も多く第１位の順位を獲得した

事業者を委託事業者候補として選定する。なお，複数の参加事

業者において，第１位の順位獲得数が同数の場合には，当該参

加事業者において第２位の順位獲得数の多い参加事業者を上位

とする。また，第１位の順位獲得数及び第２位の順位獲得数い

ずれも同数の場合には，当該参加事業者において，各委員の評

価得点の合計が最も高い参加事業者を上位とする。 

ｄ 複数の事業者から応募があった場合は，第２位の順位以下に

ついても順位を定めるものとする。 

 (ｳ) その他 

ａ  最低基準 
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候補者の選定に当たっては，評価に最低基準を設け，事業者

の評価が最低基準に満たないときは，当該事業者を候補者とし

て選定しない。 

ｂ 候補者選定後，上位の事業者が辞退又は失格となったときは，

下位の事業者の順位を繰り上げて，順位を定めるものとする。 

カ 選定結果の報告 

委員会は選定結果を調布市長に報告する。 

キ 候補者の決定 

調布市長は，前項目の報告に基づき，候補者を決定する。 

ク 選定結果の通知 

(ｱ) 結果通知 

要領９に記載の選定結果の通知日（令和８年３月１２日）に当該

審査を行った全事業者に対し，書面にて通知するものとする。ま

た，書面の通知と併せて電子メールを送信する。 

(ｲ) 結果に関する問い合わせ 

審査により選定されなかった業者は，審査結果について要領９に

記載の審査結果に対する質問受付締切日の正午（令和８年３月１

８日の正午）までに書面にて説明を求めることができる。 

 

９ 日程表 

日程 内容  

令和８年１月  ６日（火 ） 第１回審査委員会  

令和８年１月１４日 （水 ） 公示，ホームページへの掲載  

令和８年１月２１日 （水 ） 参加資格・事業内容に関する質問受付締切日（正午）  

令和８年１月２２日 （木 ） 参加資格・事業内容に関する質問回答日  

令和８年１月２８日 （水 ） 参加申込締切日（正午）  

令和８年１月２９日 （木 ） 参加資格審査結果通知日 

令和８年２月  ３日（火 ） 
・参加資格審査結果に対する質問受付締切日（正午） 

・企画提案に対する質問受付締切日（正午） 

令和８年２月  ４日（水 ） 
・参加資格審査結果に対する質問回答日  

・企画提案に対する質問回答日  
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令和８年２月  ９日（月 ） 企画提案書締切日（必要書類提出期限）（正午）  

令和８年２月１７日 （火 ） ・第２回審査委員会（書類審査）  

令和８年２月２０日 （金 ） 
・一次審査結果通知日  

・プレゼンテーション審査開催通知日 

令和８年２月２６日 （木 ） 一次審査結果に対する質問受付締切日（正午）  

令和８年３月  ３日（火 ） 一次審査結果に対する質問回答日  

令和８年３月  ４日（水 ） プレゼンテーション審査資料提出日（正午）  

令和８年３月１１日 （水 ） 
第３回審査委員会開催日（プレゼンテーション審査

日） 

令和８年３月１２日 （木 ） 選定結果の通知日  

令和８年３月１８日 （水 ） 審査結果に対する質問受付締切日（正午）  

令和８年３月２５日 （水 ） 審査結果に対する質問回答日 

 

10 参加の辞退 

  本件の参加申込後，参加を辞退する場合は，速やかに教育部教育総務課

に電話連絡のうえ，社名（社印の押印），代表者名（代表印の押印），担

当者名を明記した参加辞退届を教育部教育総務課に持参又は郵送すること。

参加辞退届は調布市長宛とすること。 

 

11 情報公開及び提供 

(1) 基本方針 

調布市情報公開条例（平成１１年調布市条例第１９号）（以下「公開

条例」という。）に基づき，原則として市政情報を全部公開としている

ことから，本プロポーザル実施に関する情報について，情報公開及び情

報提供するものとする。ただし，公開条例第７条第２号及び第３号によ

り，個人に関する情報及び法人その他の団体に関する情報を公にするこ

とにより，法人などの事業活動上の正当な利益を害するものについては，

非公開とする。 

(2) 情報提供の内容，方法など 

本プロポーザルの募集内容及び選定結果は，市ホームページに公表す

る。 
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ただし，候補順位が２位以下の事業者名及び審査委員ごとの評価点は

公表しない。 

また，候補者決定前においては，参加事業者数，参加事業者名その他

参加事業者に関する情報については公表しない。 

 

12 その他の留意事項 

(1) 事業者から提出された書類等（以下「提出書類等」とする。）の取

扱い 

ア １事業者からの提案は，１提案とする。 

イ 提出書類に関しては，原則として追加・変更を認めない。ただし，

市が認めた場合は，この限りでない。 

ウ 提出書類等は，理由の如何に関わらず返却しない。 

エ 提出書類等は，候補者の選定を行う作業に必要な範囲で複製をする

ことがある。 

 (2) 必要経費 

   応募に際して要した費用は，事業者の負担とする。 

(3) 失格要件 

契約締結までに次に掲げる事項に該当することが判明した事業者は失

格とし，当該事業者を候補者として選定しない。 

なお，失格事項に該当した事業者は，判明した時点以降の本プロポー

ザル手続きに参加できないものとする。 

また，失格事項に該当することが判明した時点で順位が定まっている

場合には，当該事業者の順位を無効とし，次順位以降の事業者の順位を

繰り上げるものとする。 

ア 「５参加資格」に記載した条件を満たしていない，又は，選定まで

に満たさなくなった場合 

イ 必要書類が提出期限後に到達した場合。ただし，勘案すべき正当な

理由があった場合にはこの限りではない。 

ウ 提出書類に不備がある場合（必要事項が未記入，押印がないものを

含む） 
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エ 書類等の提出，回答，報告等，市の必要と認める事項を正当な理由

がなく拒否した場合 

オ 提出書類等に虚偽の記載があった場合 

カ 見積書が見積限度額を超える場合 

キ 見積書と内訳書の金額が一致しない場合 

ク 談合その他の不正行為，審査の透明性・公平性を害する行為があっ

たと認められる場合 

ケ 上記事項に掲げるもののほか，公平かつ適正な事務手続等ができな

いものと認められる場合 

(4) 契約 

ア 本プロポーザルは，企画・提案能力のある候補者を選定するもので

あり，契約の締結を担保するものではない。 

イ 候補者を選定後，双方協議のうえ業務の詳細についての仕様書を定

める。 

ウ 当該業務を実施するうえで，仕様の変更を余儀なくされる場合は，

双方の協議により定めることができる。 

エ 候補者の決定以後に「５参加資格」に記載した条件を満たさなくな

った場合には，契約を締結しないことがある。 

(5) 本事業は，調布市議会において予算等の必要な事項が承認されるこ

とを前提とする。 

予算確保ができなかった場合は，本事業は実施しない。 

 (6) 委託料の支払いは，教育プラン，推進計画及び支援プランに関する業

務が終了し，所定の納品検査終了後，受託者からの請求に基づき支払う

ものとする。 

(7) この基本方針に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

(8) この審査に関する事務は，教育部教育総務課が取りまとめる。 

 

13 問い合わせ先 

  調布市教育委員会 教育部教育総務課 担当：遠藤・市川 

   〒185－8511 調布市小島町 2－36－1 調布市教育会館４階 
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電話：042－481-7465 FAX：042－481-6466 

   Email：soumu@city.chofu.lg.jp 

 

   附 則 

  この要領は，令和８年１月６日から施行し，本業務に係る委託契約の締

結をもって廃止する。 


